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パート１
医療介護一括法

２０２５年へ向けて、医療・介護のグランドデザインの議論
社会保障制度改革国民会議（会長 清家慶応義塾大学学長）
が2012年11月30日から始まった
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社会保障・税一体改革（８月１０日）
• ８月１０日に社会保障と税
の一体改革関連法案が参
院本会議で賛成多数で可
決さた。

• 現在5％の消費税率を14年
4月に8％、15年10月に10

％に引き上げることなどを
盛り込んだ。

• その背景は・・・

団塊世代の高齢化と、激増
する社会保障給付費問題

2012年８月１０日、参議院を通過



団塊世代
700万人



兵庫



2025年
149兆円

2012年度
109.5兆円

ＧＤＰ対比
22.8％



社会給付費の見通し
148.9兆円

（ＧＤＰ対比24.4％）

（兆円）



消費税増税分の使い道

社会保障の
充実強化分（１％）

２．８兆円

社会保障の

安定財源確保分
（４％）

14兆円

子ども・子育て

0.7兆円程度

医療・介護の充実と重
点化・効率化
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2012年は地域包括ケア元年

薬剤師



社会保障制度改革国民会議
最終報告書（2013年8月6日）

最終報告が清家会長から安倍首相に手渡し



国民会議報告のポイント

• 医療提供体制の見直し

–病床機能情報報告制度の早期導入

–病床機能の分化と連携の推進

–在宅医療の推進

–地域包括ケアシステムの推進

–医療職種の業務範囲の見直し

–総合診療医の養成と国民への周知



地域医療介護一括法のポイント

基金の創設： 医療提供体制を見直す医療機関などに補助金を配るための
基金を都道府県に創設（2014年度）

病床機能報告制度： 医療機関が機能ごとの病床数を報告する制度を導入
（2014年10月）

地域医療構想： 都道府県が「地域医療構想」を作り、提供体制を調整（2015
年4月）

医療事故を第三者機関に届けて出て、調査する仕組みを新設(2015年10月）

「要支援」の人への通所・訪問看護サービスを市町村に移管(2015年4月から段階的
に）

一定の所得がある利用者の自己負担割合を1割から2割に引き上げ(2015年8月）

所得が低い施設入居者向けの食費・部屋代補助の対象を縮小(2015年8月）

所得が低い高齢者の保険料軽減を拡充(2015年4月）

特養への新規入居者を原則「要介護３以上」に限定(2015年4月）

医
療

介
護

(カッコ内は施行時期）

6月18日可決
成立



臨床検査技師等に
関する法律

（昭和33年法律第
76号）の一部改正



5月14 日衆院
厚生労働委員会で
強行採決！



強行採決の前日、５月１３日衆議院厚生労働委員会参考人招致
「地域包括ケアシステムにおける看護師・薬剤師の役割と課題」



パート２
病床機能報告制度と
地域医療ビジョン









病床機能報告制度と地域医療ビジョン

• 報告項目

–人員配置・医療機器等

• 医療機関が看護職数などの人員配置や医療機器などの設
備について、厚労省が整備するサーバーへ送る項目（病棟
単位23項目、病院単位22項目）

–手術・処置件数等

• 手術件数や処置件数など、提供している医療の内容を「レ
セプト情報・特定健診等情報データベース（NDB)」を活用し
て自動的に集計する項目（81項目）

• 地域医療構想（ビジョン）
• 病床機能の「今後の方向」は6年後の方向性

• 「地域医療構想（ビジョン）のためのガイドラインを策定する
検討会」で議論







産業医大 松田晋哉教授資料



病床区分ごとの基準病床数

• 社会保障審議会医療部会（部会長：永井良三・自治
医科大学学長）2013年10月4日

• 1案

– 新しい病床機能の定義を、次期医療法改正に盛り込んだ
上で、現行の基準病床数（一般病床、療養病床を含む）
に基づく新規開設、増床の許可に係る仕組みを適用する

• ２案

– 医療法上の定義は変えないものの、病床機能報告制度
の中で定量的な基準を設けて、著しい偏りがあるなどの
場合、都道府県が一定の範囲内で補正できる仕組みを
取り入れる。

•



病床区分ごとの基準病床数案に反対相次ぐ

• 日本病院会副会長 相沢孝夫氏
– 「医療機関が必要な連携をしつつ、自主的に機能分化が進めるのが前提
のはず。2つ目の案で、（病床数適正化に向けて）『誘導』との表現がある
が、強制的に進めるようにしか見えない」。

• 日本医師会副会長 中川俊男氏
– 1案について「病床基準数を法律で定めるというのは硬直的な案。5年後、

10年後、何があるか分からず、柔軟に地域の医療機関が決められるよう
にすべき」、2案についても、基準を定める方向性に不満を示した。

• 全国自治体病院協議会会長 辺見公雄氏
– 、「公的病院では、自主的なベッド削減をほとんどやっている。民間病院も
経営の必要があり、上が決めなくても、ふさわしい医療をやっていく」

• 慶応義塾大学経営大学院教授の田中滋氏
– 「がちがちに基準を決めるのは良くない」



第３案（修正案）
• 修正案

– 地域医療ビジョンで定めた医療機能の必要量に収斂させ
ていくため、医療機関相互の「協議の場」を設置

– 医療機関に対して、協議の場への参加と合意事項への
協力などを努力義務とする案

– 合意を無視して、必要量に照らして過剰な医療機能の病
床を増やそうとする、あるいは何らかの事情により、協議
が機能不全になったなどの場合に、都道府県によるペナ
ルティー的な対応を行う

–ペナルティー案

• ①医療機関名の公表、②各種補助金の交付対象や
福祉医療機構による融資対象からの除外、③地域医
療支援病院・特定機能病院の不承認・承認の取消

ムチ！



機能分化と連携を進める
医療機関に基金制度

• 2014年度予算政府案

–厚生労働省が「新たな財政支援制度」として検討
を進めている基金制度に、約602億円を充てる

–地方の負担分を含めた基金の総額は約904億円

–機能分化・連携を進める医療機関への補助財源
とするほか、現在は地域医療再生基金を活用し
て取り組む医療従事者の確保・養成を目的とす
る事業も補助対象とする予定

–地域包括ケアシステムの構築を推進する目的で
、在宅医療・介護サービスの充実にも活用できる
ようにする方針

アメ



2025年へのロードマップ

診療報酬改定、介護報酬改定

医療計画と介護保険事業計画
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惑星直列をもう一度

・医療計画を6年にすることで介護保
険事業計画とサイクルを合わせる

・介護保険改定を2年に1回あるいは
診療報酬改定を3年に１回として毎
回同時改定とする



1

医療計画医療計画 医療計画医療計画

2013年 2018年 2023年

介護
保険
事業
計画

介護
保険
事業
計画

介護
保険
事業
計画

介護保
険事業
計画

介護
保険
事業
計画

介護
保険
事業
計画

医
療
計
画

介護
保険
事業
計画

報
酬
改
定

同時改定

同時改定

同時改定
２０２４年

同時改定

医
療
介
護
の
あ
る
べ
き
姿

6年5年



パート３
2014年診療報酬改定
と入院病床の機能分化

中医協調査専門組織
入院医療等調査・評価分科会





診療報酬による機能分化
～杯型から砲弾型へ～

高度急性期に
残れるのは18万床

7対１、10対１
一般病棟の
一部は亜急性期へ

療養病床から
亜急性期へ



入院医療等の調査・評価分科会

• （１）一般病棟入院基本料の見直しについて
の影響および慢性期入院医療の適切な評価
の見直し

–①平均在院日数について

–②重症度・看護必要度の項目

–③その他の指標について

• （２）亜急性期入院医療管理料等の見直し

• （３）医療提供体制が十分ではないものの、地
域において自己完結する医療を提供している
医療機関に配慮した評価の検討



7対１入院基本料のあり方
• ７対１入院基本料を算定している医療機関は、長期療養
を提供することや、特定の領域に特化し標準化された短期
間の医療を提供するのではなく、主に「複雑な病態をもつ
急性期の患者に対し、高度な医療を提供すること」と考え
られる。

• ７対１入院基本料を算定している医療機関のあり方を踏
まえ、平均在院日数の算出において、治療や検査の方法
等が標準化され、短期間で退院可能な手術や検査は平均
在院日数の計算対象から外す

• 退院支援の強化と受け皿となる病棟の評価を検討するこ
とを前提に、特定除外制度については１３対１・１５対１と
同様の取り扱いとする





短期滞在手術・検査は1
入院包括になる！

次は糖尿病教育入院？



特定除外制度

90日越えの特定入院基本料から

さらに平均在院日数の

計算対象から除外する患者



3.7% ,
6.5% 



32% 
no



1.5日延長 3.2日延長



平均在院日数

• 4泊5日以内の短期手術等の症例を除いて平
均在院日数を計算した場合

– 12.2日→12.8日（＋０．6日延長）

• 7対１、10対１入院基本料を算定する医療機

関で、特定除外患者を含めて平均在院日数
を計算した場合

– 7対１ 21.0日→22.5日（＋1.5日延長）

– 10対１ 22.0日→25.2日（＋3.2日延長）



重症度・看護必要度



②

厚生科学研究特別
研究で追加項目を

検討



重症度・看護必要度

• 複雑な病態をもつ急性期の患者に必要とされる重
症度・看護必要度とは何かという観点から見直し
– 時間尿測定及び血圧測定は削除

– 「創傷処置」については、褥瘡の処置とそれ以外の手術
等の縫合部等の処置を分ける

– 「呼吸ケア」については、痰の吸引を定義から外す

• 新しい項目の追加
– 抗悪性腫瘍剤の内服、麻薬の内服・貼付、抗血栓塞栓薬
の持続点滴をＡ項目に追加

– 10分以上の指導・意思決定支援については、実施すべき
内容等定義を明確にした上でＡ項目に追加



クリアできる
病院は１６．２％



中医協総会（11月27日）

• 「計画に基づいた10分間以上の指導・意思決
定支援」を除くと・・・

• 「重症度・看護必要度の高い患者割合15％
以上」の要件を満たせる病院は？

–全体の56.5％（25.9ポイント減）

– 3ヵ月を超えず1割以内に変動の範囲内にある病
院（点数算定が認められる）を含めると70.6％（
16.5ポイント減）



その他指標

• 7対１入院基本料を算定している医療機関の診療実態

を明らかにし、継続的に調査分析を行うためにＤＰＣ
データの提出を要件とすること

• 在宅復帰率75％

– 退院支援の取り組みの評価としての在宅復帰率（自宅、回

復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、在宅復帰
機能強化加算を届けている療養病床への退院）

• 早期リハ

– 急性期病棟におけるＡＤＬ低下や関節拘縮等の予防のため
の早期リハによる介入ができる体制を評価する指標



7対1病棟
在宅復帰率７５％

地域包括ケア病棟
在宅復帰率７０％

全ての施設で在宅復帰率が導入
「全ての道は在宅へ通ず」

在宅復帰機能強化加算
在宅復帰率５０％



亜急性期入院医療

亜急性期入院医療が大きく見直しされる



亜急性期入院医療

• 亜急性期病床の役割・機能
–①急性期病床からの患者受け入れ

• 重症度・看護必要度

–②在宅等にいる患者の緊急時の受け入れ
• 二次救急病院の指定や在宅療養支援病院の届け出

–③在宅への復帰支援
• 在宅復帰率

• データ提出
– 亜急性期病床の果たす機能を継続的に把握する必要性を踏まえ、
提供されている医療内容に関するＤＰＣデータの提出



亜急性期病棟は
「地域包括ケア病棟」
リハは包括化された



パート４
これまでのチーム医療と
臨床検査を振り返る



病院勤務医の負担を軽減する体制の評価
（2010年改定） ①総合入院体制加算

②医師事務作業補助体制加算
③ハイリスク分娩管理加算
④急性期看護補助体制加算
⑤栄養サポートチーム加算
⑥呼吸ケアチーム加算
⑦小児入院医療管理料１及び２
⑧救命救急入院料 注３に掲げる加算を算定する場合
⑨感染防止対策加算

（2012年改定）
⑩(新) 小児特定集中治療室管理料
⑪(新) 精神科リエゾンチーム加算
⑫(新) 病棟薬剤業務実施加算
⑬(新) 院内トリアージ実施料
⑭(新) 移植後患者指導管理料
⑮(新) 糖尿病透析予防指導管理料
⑯（改）感染防止対策加算

H24.1.27 中医協
総会
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2014年診療報酬改定とチーム医療
• 急性期病棟に入院している患者について、

ADL の低下が一部にみられることから、病棟

におけるリハビリテーションスタッフの配置等
についての評価を新設する。

• 長期入院後や入退院を繰り返す病状が不安
定な患者の地域移行を推進する観点から、
24 時間体制の多職種チームによる在宅医療
について評価を新設する。

• 在宅における褥瘡対策を推進するため、多職
種から構成される褥瘡対策チームによる褥瘡
患者へのケアについて評価を行う



2010年診療報酬改定と
臨床検査



検体検査評価の充実について

• 基本的な考え方

– 各種検体検査は診断や治療に必須のものであり、良質
かつ適切な医療を提供するために、その質の確保及び迅
速化は重要な課題である。このため、検体検査の質の確
保や迅速化について重点的な評価を行う。

• 具体的な内容

– 特定機能病院等の大規模病院においては、高度な医療
の提供を求められている。こうした検査の質を確保する観
点から、より充実した体制で検体検査を実施する場合の
評価を新設する。



検体検査管理加算（Ⅳ） 500点

• 算定要件

–入院中の患者に対して、１人につき月1回算定する

–施設基準

• ①院内検査を行っている病院又は診療所であること

• ②当該保健医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤
の医師が配置されていること

• ③当該保健医療機関内に常勤の臨床検査委技師が10名
以上配置されていること

• ④当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備され
ていること



外来迅速検体検査管理加算の
引き上げ

• 外来迅速検体検査管理加算

– 5点／件（最大5件まで）

• 改定

– 10点／件（最大5件まで）



感染防止対策加算（入院初日）
100点 （2010年改定）

• 算定要件
– ①医療安全対策加算①の届け出を行っている医療機関
において、感染防止対策について更なる取り組みを行っ
ている場合に算定する。

– ②感染症対策に3年以上の経験を有する常勤医師、感染
管理に係る6か月以上の研修を修了した看護師のうち専
従1名、専任1名以上が配置されていること

– ③3年以上の病院勤務経験をもつ専任の薬剤師、臨床検
査技師が配置されていること

– ④感染防止対策部門の設置、感染対策チームが広域抗
生剤等（カルバペネム、バンコマイシン等）の使用を管理
していること



2012年診療報酬改定

• 感染防止対策加算

–感染防止対策加算１（400点）

–感染防止対策加算２（100点）

• 感染防止対策地域連携加算（100点）



相互チェックで
感染防止対策
地域連携加算（

100点）

年4回以上の
共同カンファレンスで
感染防止対策加算2

（100点）
ICTを有する300床

以上病院

感染防止対策加算１
（４００点）

感染防止対策加算２
（１００点）



感染防止対策加算と
アウトブレーク対策

地域で取り組む感染防止対策

とくに感染アウトブレーク対応が期待されている



大学病院におけるアウトブレーク事例





栄養サポートチーム加算
（週１回200点）2010年改定

• 栄養サポートチーム加算の対象患者
– ７対１または10対１入院基本料の届出病棟に入院

– 栄養管理実施加算が算定されている栄養障害を有する患者など

– 算定は週１回に限る。

• 算定要件
– [1]週１回以上の栄養カンファレンスと回診

– [2]栄養治療計画に基づくチームによる診療

– [3]１日当たり算定患者数は１チームにつき概ね30人以内

• 専任チーム
– 栄養管理に関する所定の研修を修了した常勤の医師、看護師、薬剤
師、管理栄養士による編成を必須条件とする。

– 歯科医師や臨床検査技師らの参加については、望ましい
規定とする





栄養アセスメント蛋白

• レチノール結合蛋白（RBP)
–半減期 ０．５日

• プレアルブミン・トランスサイレチン（TTR)
–半減期 ２日

• トランスフェリン（Tf)
–半減期 ７日

• アルブミン（Alb)
–半減期 ２１日



糖尿病透析予防管理指導料
2012年改定

血液透析



2012年診療報酬改定



糖尿病性腎症による透析導入



年別透析導入患者数推移



糖尿病症腎症

• 透析医療費 １兆円

–糖尿病性腎症による透析７万人

–毎年１万人増えている

–一人当たり年間５５０万円

• 糖尿病性腎症による累積透析患者数

– 10万2788人（2010年末）

–糖尿病腎症による透析医療費は年間、およそ
5600億円



透析予防診療チーム
• 透析予防診療チームとその業務

– 専任の医師、専任の看護師（又は保健師）、管理栄養士

– 日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」に沿った個別指
導等

• 患者の病期分類、食塩制限及びタンパク制限等の食事指導、運
動指導、その他生活習慣に関する指導等

– リスク評価と指導計画策定

– 成果報告
• HbA1cが改善または維持された患者の割合

• 血中クレアチニン値またはeGFRが改善または維持された患者の
割合

• 血圧が改善または維持された患者の割合



持続血糖モニター（ＣＧＭ）
2012年改定

• 腹部に電極を挿入して持続的に血糖値をモ
ニターする



皮下グルコース測定電極に係る
技術料の評価（2012年改定）

• Ｄ２３１－２ 皮下連続式グルコース測定

– 700点（一連につき）

• 算定要件

–①糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なく
とも5年以上の経験を有する常勤の専門医が2名
以上配置されていること

–②持続皮下インスリン注入療法を行っている保
険医療機関であること。













臨床検査技師の役割が
地域へと広がる！

病院内における臨床検査技師の役
割見直しとともに、地域に広がる役

割についても考えよう！



パート５
地域包括ケアシステムと

臨床検査



地域包括ケアシステムとは

介護が必要になっても、住み慣れた地
域で、その人らしい自立した生活を送
ることができるよう、医療、介護、予防、
生活支援、住まいを包括的かつ継続
的に提供するシステム
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地域包括ケアシステムとは

• 人口１万人の中学校区単位の地域で構築す
る「住まい」を中心とした医療・介護、介護予・
生活支援の包括システムのこと

–住まいとは、自宅はもちろんのこと、サービス付
き高齢者住宅や有料老人ホーム、既存の特養、
老健などのような施設系居宅も含まれる

• 地域包括ケアシステムのキーワード

–多職種・多施設連携

– 24時間365日サービス





いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

２０２５年の地域包括ケアシステム
の姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院 通所・入所
・急性期病院
・亜急性期・回復期
リハビリ病院

病気になったら･･･

医 療

介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、重度な要
介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるようになります。

○ 認知症は、超高齢社会の大きな不安要因。今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高
齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少す
る町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差を生じています。
地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域

の特性に応じて作り上げていくことが必要です。

認知症の人

平成２５年 地域包括ケアシステム
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地域包括ケアシステムと

ＰＯＣＴ（ポイント・オブ・ケア・テスティング）



POCTの定義

• 「POCTとは被検者の傍らで行われる検査、あ

るいは被検者自らが行う検査であり、検査時
間の短縮および、その場での検査という利点
を有する検査である。そして迅速かつ適切な
診療・看護、疾病の予防、健康管理など医療
の質、QOLおよび満足度の向上に資するため
の検査である」

• 臨床現場即時検査

–日本臨床検査自動化学会「POCTガイドライン」



天理よろづ相談所病院臨床病理部 松尾収二





在宅医療における

ＰＯＣＴ（ポイント・オブ・ケア・テスティング）
の現状と有用性の検討

神戸常盤大学保健科学部看護学科
畑吉節末先生



訪問看護ステーションへの
アンケート調査

• アンケート調査は2010年に全国の訪問看護
ステーションを対象に行われた

• 訪問看護の現場からは「POCTがあればこん

なことが防げた」という声が、以下のように多
数寄せられた。



アンケートから

• 「遷延性意識障害の患者さんで、胃ろうの患
者さんが、水分・栄養管理がされているのに
もかかわらず、痩せや脱水症状で日に日に
状態が悪くなってきた。結局、救急搬送され
た病院で高血糖であることが分かった」

• 「お年寄りで熱はなく風邪症状だけの方が翌
日、救急搬送された先で重症肺炎が見つか
って5日後に亡くなってしまった。検査をしてい

れば無症候性肺炎を見抜くことができたので
は？」



アンケートから

• 「食欲低下のみで本人の自覚症状もなかった
が、結果的に入院して調べたらCRPが20もあ
った」

• 「状態から脱水や電解質異常を疑ったが、客
観的な検査データがあればもっと適切な処置
ができたと思う」

• 「高Na血症、低Na血症や脱水などが早期に

分かれば食事や水分対応で入院しなくても済
んだと思う」



アンケートから

• 「じょく瘡の悪化でアルブミン値など栄養評価
をしたかったが、主治医から指示を出してもら
えなかった」

• 「休日・夜間の主治医との連絡がとれず、緊
急時の検査がその場でできれば治療開始も
早まったのではと思った」

• 「水中毒で緊急入院した例があった。POCTを

していればもっと早く発見できて入院に至らな
くても済んだと思えた」



アンケートから

• 「病院から『とにかく連れて来て・・・』と言われ
て検査目的で受診し、『この値なら在宅で様
子を見る』と言われて、大変な思いをして病院
まで連れていったのにと思った。在宅で検査
ができれば患者さんにも負担がなかったのに
と思った」

• 「在宅酸素療法の方で、貧血のため酸素飽
和度があてにならなかった。その場で血液ガ
スが取れたらと思った」



アンケートのまとめ
• 訪問看護ステーション利用者で検査を必要とする利
用者の割合は67％にも達する

• 検査が実際に必要になる場面としては、電解質イン
バランス、感染症、脱水、血糖値異常、炎症症状の
順に多い

• 実際に実施している検査項目としては血糖、CRP、

血算、感染症、凝固、収容マーカー、投与薬剤のモ
ニタリング、心筋マーカーの順に多い

• 検査の実施頻度は不定期が最も多いが、それをの
ぞけば月に１回程度、週に1回程度である

• 検査場所は利用者の自宅、つぎに主治医の病院、
診療所の順であった。



検査の実際の場面

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

無回答

その他

電解質のバランスの崩れ

脱水症状が出ている場合

血糖値の変化が疑われる場合

炎症症状が見られる場合

感染症が疑われる場合

回答数

畑吉節末「在宅医療におけるポイント・オブ・ケア・テスティングの現状と有用性の検討」
2011年より



地域包括ケアシステムにおける
ＰＯＣＴの活用へ向けて

• 在宅に係わる医師ばかりでなく多職種が
POCTを活用する道を切り開くこと

• まず訪問看護師とPOCTの関係については、

かかりつけ医の指示待ちではなく、かかりつ
け医と看護師との間で事前に包括的に定め
られたプロトコールの範囲の中で、看護師も
POCTを自ら活用する道を切り拓くことが必要



看護師とＰＯＣＴ

• 地域医療介護総合推進法では看護師の「特
定行為」とその研修が法制化された

• 特定行為には看護師による臨床検査や画像
診断のオーダーとそのアセスメントの項目も
あって、在宅におけるPOCTの訪問看護師に
よる活用の道が期待されている。



け

アセスメントと
検査オーダー
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薬剤師とＰＯＣＴ

• 2014年３月の臨床検査技師等に関する法律

に基づく告示の一部改正により薬局における
患者の血糖自己測定も可能となった

• これにより薬局で患者が血糖自己測定できる
道が切り開かれ、薬剤師の服薬指導にも
POCTが活用できるようになった

• これからの薬局薬剤師は検査値を患者と共
有することで、より適切な服薬指導が可能と
なる



薬局で血糖値検査が可能に

• 厚労省は３月３１日、臨床検査

技師等に関する法律に基づく告
示の一部を改正し、告示した

• 薬局などが衛生検査所の登録
をしなくても、血糖自己測定等の
検査が可能であることを明確に
した。

• あらたに「受験者自らが採血（
自己採血）したものに限り、診療
の用に供さない生化学的検査を
行う施設」を追加した

• 糖尿病の早期発見や、そのた
めの受診を促すことを目的にし
たもの



一般検査薬の拡大
• 政府の規制改革会議は市
販されている一般検査薬
の項目拡大を厚生労働省
に提案している。

• ２０年前、承認された項目
は、妊娠検査薬・尿たんぱ
く・尿糖の３項目

• 医薬品の業界団体は、生
活習慣病や肝機能検査な
ど、４９項目の検査薬を承
認するよう要望している。

• 欧米などでは、がん、うつ、
性病など多種の項目が一
般販売されている



POCTは、今後、地域包括ケアシステムの

進展に従って、医師、看護師、薬剤師等へ
と業務拡大していくだろう

その中にあって臨床検査師の

役割は何だろう？



POCTコーディネーター

• 臨床検査技師の役割は医師、看護師等の測
定者への教育・指導、検査の有効活用の促進
・監視、測定データの一元管理など、ＰＯＣＴコ
ーデイネーターとしての業務が必要では？

• とくに今後は訪問看護ステーション看護師や薬
局薬剤師への働きかけが重要となるだろう

• 臨床検査技師の地域包括ケアシステムにおけ
る新しい役割を見出そう！



２０２５年へのロードマップ
～医療計画と医療連携最前線～

• 武藤正樹著

• 医学通信社

• Ａ５判 ２２０頁、２６００円

• 地域包括ケア、医療計画、診
療報酬改定と連携、２０２５年
へ向けての医療・介護トピック
スetc

• 2013年４月発刊

日野原先生にもお読みいただいています。

これは
良く分
かる



まとめと提言

・2025年へむけて病床機能分化と地域連携がさらに進む

・医療介護一括法の最大の政策課題は
地域包括ケアシステムの構築

・チーム医療の中で、臨床検査技師の役割見直しと
業務拡大を行おう

・地域包括ケアシステムにおける臨床検査技師の役割、
とくにＰＯＣＴにおける役割を考えよう！

・
・



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイ
トに公開しております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
gt2m-mtu@asahi-net.or.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

フェースブックで
お友達募集中！

mailto:gt2m-mtu@asahi-net.or.jp
http://www.iuhw.ac.jp/clinic/

